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教育活動の全面再開に向けた分散登校の実施と感染症対策等について（通知） 

 

 

 このたび、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、４月１８日（土）から５月２０日（水）

まで臨時休業の措置を講じておりましたが、６月１日（月）からの教育活動の全面再開に向けて、

５月２１日（木）から次の通り、分散登校による授業日とし、教育活動を段階的に再開していく

こととします。 

ついては、新型コロナウイルス感染症対策の徹底を図りながら、生徒の心身の状態に十分

配慮しつつ学習機会を確保してまいりますので、ご理解・ご協力をお願いします。 

 

 5月 21日 22日 25日 26日 27日 28日 
 

29日 ※弁当持参 

分散登校日 木 金 月 火 水 木 
 

金 全面再開直近日 

午前登校 

8:00～11:20 

（３時間授業） 

３年 

２年 

＆ 

４組 

１年 ３年 

２年 

＆ 

４組 

１年 
 

３年 
8:00～14:00 

（５時間授業） 

午前登校 

9:00～12:20 

（３時間授業） 

１年 ３年 

２年 

＆ 

４組 

１年 ３年 

２年 

＆ 

４組 
 

１年 
9:00～15:00 

（５時間授業） 

午後登校 

13:00～16:20 

（３時間授業） 

２年 

＆ 

４組 

１年 ３年 

２年 

＆ 

４組 

１年 ３年 
 

２年 

＆ 

４組 

10:00～16:00 

（５時間授業） 

 

１ 学校で実施する感染症対策 

（１）登下校の時間を学年ごと約１時間ずらして、３密（密集、密閉、密接）の状態を避け

るように配慮していますので、極端に早く登校することのないよう、各学年の始業時刻

の１０分前からの登校に協力をお願いします。 

（２）始業前に生徒及び教職員とも毎朝の家庭における検温状況や体調の確認をします。 

（３）生徒及び教職員に発熱等、風邪症状がある場合は、下校・退勤を促します。 

（４）手洗いや咳エチケットなどの基本的な衛生対策を行います。 

（５）身体的な距離（ソーシャルディスタンス）を確保するとともに、できる限りグループ活動

を伴わない学習形態を用いるように努めます。 

（６）少なくとも１時間に１回以上、教室その他の施設の換気を十分に行います。 

（７）集会等は、内容を精選するとともに放送による実施に努めます。 



 

２ 家庭においてお願いしたい感染症対策 

（１）家庭において毎朝の検温及び風邪症状の確認をお願いします。 

（２）風邪症状がある場合には、登校せず自宅で休養させるようお願いします。 

（３）家庭でも手洗いや咳エチケットの励行をお願いします。 

（４）免疫力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動、バランスのとれた食事の摂取に努め

るようお願いします。 

 

３ 部活動について 

（１）市内中学校では６月１日（月）から部活動の実施が可能ですが、本校は月曜日を「部

活動休養日」としていますので、６月２日（火）から再開します。 

（２）感染症対策を講じた上で、適切な場所、内容、時間を設定して活動を行います。 

（３）生徒及び保護者の意向を尊重した上で、負担過重にならないよう活動を行います。 

（４）発熱等、風邪症状がある場合は、活動参加を見合わせ自宅で休養するよう促します。 

（５）当面の間、他校との練習試合は実施できません。 

（６） 今年度、運動部については県大会以上の大会は中止となりましたが、市大会について

は、７月２０日（月）から８月１２日（水）までの期間で無観客での開催を予定してい

ます。詳細は、後日お知らせします。 

 

４ 給食について 

（１）給食の再開は、６月１日（月）からとします。 

（２）給食時は、生徒が対面しないように配置するとともに衛生面に十分配慮して配膳します。 

（３）５月２１日（木）からの５月２８日（木）までの期間中、午前登校の場合は下校後に、午

後登校の場合は登校前に、それぞれ自宅等で食事を摂れるように準備をお願いします。 

（４）全面再開の直近の授業日となる５月２９日（金）は、５校時の授業を実施しますので、

弁当を持参させるようお願いします。 

 

５ その他 

（１）咳エチケットを徹底するためには、マスクの着用が望ましいですが、現在、マスクを

容易に手に入れることができない状況にあるため、代用品を使用したりハンカチ等で口

を覆ったりするなど、できる範囲での対応をお願いします。 

（２）感染者、濃厚接触者とその家族、感染症対策や治療にあたる医療従事者やその家族に

対する偏見や差別につながるような行為は、断じて許されないものであることを学校で

十分に指導しますので、家庭においても配慮をお願いします。 

（３）医療的なケアが日常的に必要な生徒や基礎疾患等がある生徒に対しては、個別の相談

に応じますので申し出るようお願いします。 

（４）授業時数の確保のために、長期休業中や土曜日に授業を行うことを予定しています。

期日等の詳細は、後日お知らせします。 


